
 

 
 

職 員 の 処 分 に つ い て 

 

  宮城県教育委員会は、下記のとおり処分を行いましたので、懲戒処分等の公表

基準（平成１２年４月１日施行）により、お知らせします。 

 

記 

１  発生年月日 

  令和５年１１月１５日から同月３０日まで 

 

２ 所属の種別 

  中学校 

 

３  年齢 

  ３４歳 

 

４  管理職、一般職の別 

  一般職 

 

５  教育職員と教育職員以外の別 

    教育職員 

 

６  事件・事故の概要 

  当該職員は、勤務する中学校に在籍する女子生徒に対し、勤務時間内外にお

いて、同校内及び商業施設に駐車中の自家用車内でキスをする等わいせつな行

為を行った。そのほか、同生徒と性的な内容を含む私的なメッセージのやり取

りを行った。 

 

７ 処分内容 

  懲戒処分として「免職」 

 

８  処分年月日 

    令和６年３月１４日 

 

記 者 発 表 資 料 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日 

教 育 庁 教 職 員 課 

担当：須藤 内線３６３０ 


